
事 務 連 絡 

令和２年 11月 13日 

 

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関するお願いについて 

 

九戸村新型インフルエンザ等対策本部  

 本部長 晴 山 裕 康（公印省略） 

 

令和２年 11月 11日に近隣市町村でも感染者が確認されたところであり、近隣市町の

感染拡大により本村での発生が懸念されます。 

村対策本部では、今一度、皆様に対しマスクの着用の徹底や３つの密を避ける慎重な

行動をとっていただくために、以下のとおり皆様へお願いすることといたしました。 

ご不便をおかけいたしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

記 

１基本的な感染対策の実施 

(1)手洗い、マスク等咳エチケットの励行 

(2)密閉、密集、近距離での会話や発声等を避けること 

(3)室内の換気、湿度の調節 

２追加的な感染対策の実施 （岩手県の対策を準用致します。） 

(1)【村民及び村内来訪者】常時マスク着用、多人数会合等の回避 

ユニバーサルマスキング（常時マスク着用）を実施すること、また、多人数

（概ね８名以上＝ＪＲの基準を準用）の集合による宴会や狭小な個室での会合を

避けること。 

(2)【事業所】健康状態・行動歴の記録 

業務管理の一環として、職員全員が２週間前からの健康状態と行動歴をさかの

ぼれるように記録する取組を推奨すること（体温測定と自覚症状、周囲の同僚家

族の状況も含む）。 

(3)【接待を伴う飲食店の利用者と職員】接触情報、連絡先情報の記録 

接触確認アプリ「ＣＯＣＯＡ」のインストール又は連絡先を記録（来店時）         

すること（匿名客の抑制・把握が、結果的に営業自粛等の回避につながること）。 


